
 

個人情報ファイル簿（個票） 

作成：令和５年４月１日時点 

個人情報ファイルの名称 軽自動車税賦課ファイル 

実施機関の名称 十和田市 

個人情報ファイルを利用する

事務の主管課等の名称 
企画財政部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税の賦課のため 

記録項目 
1 車種種別、2標識番号、3車両登録番号、4 所有者、5 所有者住所、6 車名、7 型

式、8 初度検査年月 

記録範囲 軽自動車税（種別割）の納税義務者（約 35,000台分の所有者） 

記録情報の収集方法 軽自動車等の車検登録、申告の外、必要な税務調査による 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称）十和田市企画財政部税務課諸税係 

（所在地）〒034-8615 青森県十和田市西十二番町６－１ 

訂正及び利用停止に関する他

の法律等による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイルの種別 

☑電算処理ファイル 
（法第 60条第 2項第１号） 

ファイルの内容を記載した帳票等の有無 
（政令第 21 条第 7 項） 

□有  ☑無 

□マニュアル処理ファイル 
（法第 60条第 2項第２号） 

備 考 

1 課税対象者、2 納税者、3 納税者住所、4 使用者、5 使用者住所、6 原動機の型

式、7 車台番号、8 型式認定番号、9 排気量、10 単位、11 燃料、12 形状、13 年

式、14車検、15課税事由、16軽課特例、17 軽減割合、18 定置場市内住所地番、

19 届出年月日、20 取得日、21 取得事由、22 廃車日、23 廃車事由、24 変更日、

25 変更事由、26処理年月日、27異動事由名称、28詳細事由、29重課判定 

 



 

個人情報ファイル簿（個票） 

作成：令和７年４月１日時点 

個人情報ファイルの名称 市県民税賦課ファイル 

実施機関の名称 十和田市 

個人情報ファイルを利用する

事務の主管課等の名称 
企画財政部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 市県民税の賦課のため 

記録項目 
1 氏名、2 生年月日、3 郵便番号、4 住所、5 納税者番号、6 課税標準額、7 計算税

額 

記録範囲 住民基本台帳登録者及び市県民税（家屋敷）の納税義務者（約 60,000 人） 

記録情報の収集方法 
住民税申告、確定申告、給与支払報告書、公的年金支払報告書の外、必要な税務

調査による 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称）十和田市企画財政部税務課市民税係 

（所在地）〒034-8615 青森県十和田市西十二番町６－１ 

訂正及び利用停止に関する他

の法律等による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイルの種別 

☑電算処理ファイル 
（法第 60 条第 2 項第１号） 

ファイルの内容を記載した帳票等の有無 
（政令第 21 条第 7 項） 

□有  ☑無 

□マニュアル処理ファイル 
（法第 60 条第 2 項第２号） 

備 考 

1 続柄、2 カナ氏名、3 電話番号（自宅）、4 電話番号（勤務先）、5 電話番号（携

帯）、6 営業等収入、7 営業所得、8 農業収入、9 農業所得、10 他事業所得、11 不

動産収入、12 不動産所得、13 利子収入、14 利子所得、15 配当株式収入、16 配当

株式所得、17 給与収入、18 専従者給与、19 給与特定支出控除金額、20 所得金額

調整控除（子特分）、21 所得金額調整控除（年金分）、22 給与所得、23 給与所得

計算値適用区分、24 公的年金収入、25 公的年金所得、26 雑所得業務収入、27 雑



所得業務、28 雑所得その他収入、29 雑所得その他、30 総合譲渡短期収入、31 総

合譲渡短期、32 総合譲渡長期収入、33 総合譲渡長期、34 総合譲渡一時収入、35

総合譲渡一時、36 分離譲渡土地等、37 分離譲渡短期収入、38 分離譲渡短期、39

分離譲渡長期収入、40 分離譲渡長期、41 分離譲渡株式収入、42 分離譲渡株式、

43 分離譲渡株式配当収入、44 分離譲渡株式配当、45 分離譲渡先物収入、46 分離

譲渡先物、47 山林収入、48 山林所得、49 退職収入、50 退職所得、51 肉用牛免税

分収入、52 肉用牛免税分所得、53 課税肉用牛、54 肉用牛免外分収入、55 肉用牛

免外分所得、56 総所得、57 所得合計、58 合計所得、59 雑年金以外の合計所得金

額、60 社会保険料控除、61 小規模掛金、62 生命保険料、63 新生命保険料、64 旧

生命保険料、65 新個人年金保険料、66 旧個人年金保険料、67 介護医療保険料、

68 地震保険料、69 旧長期損保、70 寡婦控除、71 勤労学生控除、72 扶養障害、73

本人障害、74 配偶者控除、75 配特控除、76 扶養控除、77 老年者控除、78 基礎控

除、79 所得控除小計、80 雑損控除、81 医療費控除区分、82 医療費控除、83 医療

費負担額（一般）、84 医療費負担額（特例）、85 寄附金控除、86 所得控除合計、

87 入力所得税、88 配当控除、89 住宅取得控除 90 政党寄附金等控除、91 耐震・

特定・認定長期、92 認定長期未済税額控除、93 電子証明書等特控額、94 災害減

免、95 外国税額、96 特別減税、97 源泉徴収税額、98 青白区分、99 専従者配偶、

100 専従者配外、101 専従者給与総額、102 未成年区分、103 老年者区分、104 本

人障害者、105 勤労学生、106 子特区分、107 寡フ・ひとり親区分、108 同配区分、

109 控配同特区分、110 特定扶養数、111 扶養老人数、112 同居老親等、113 扶養

その他数、114 扶養年少数、115 扶養特別障害数、116 扶養同特数、117 扶養普通

障害数、118 配特所得、119 夫あり区分、120 均等割区分、121 均等のみ区分、122

申告納税額、123 土地譲渡繰損、124 株式繰控（譲渡から）、125 株式繰控（配当

から）、126 先物繰越控除、127 株式譲渡所得割額控除、128 配当割額控除、129 住

民税吸上対象区分、130 住借可能額、131 新築居住開始日、132 増改築居住開始

日、133 住借住民税計算対象額、134 税譲前税率所得税額、135 住借控除前所得税

額、136 特定取得非該当区分、137 住借見込額、138 住借見込額（入力値）、139 住

借等控除額（市）、140 住借等控除額（県）、141 住借住民税申告有区分、142 繰越

損失額、143 平均課税、144 国連資料番号、145 修正前第 3 期分税額、146 第 3 期

分税額増加額、147 定額減税可能額、148 定額減税控除済額、149 肉用牛分災害

減免額 

 



 

個人情報ファイル簿（個票） 

作成：令和５年４月１日時点 

個人情報ファイルの名称 家屋課税台帳データファイル 

実施機関の名称 十和田市 

個人情報ファイルを利用する

事務の主管課等の名称 
企画財政部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税及び都市計画税の賦課のため（家屋） 

記録項目 

1 町字名、2地番、3枝番、4 小枝番、5小枝番２、6 棟番、7 表示用所在地番、8

家屋番号、9種類１名、10種類２名、11種類３名、12 構造名、13屋根名、14 建

築年次、15登記床面積、16 課税床面積、17地上階数、18地下階数、19 評価額、

20 固_課税標準額、21 都_課税標準額、22固_税相当額、23 固_減免税額、24都_

税相当額、25都_減免税額、26所有者氏名漢字、27所有者住所、28 所有者方書 

記録範囲 固定資産税（家屋）の納税義務者（約 38,000 棟分の所有者） 

記録情報の収集方法 登記及び申請の外、必要な税務調査による 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称）十和田市企画財政部税務課固定資産税係 

（所在地）〒034-8615 青森県十和田市西十二番町６－１ 

訂正及び利用停止に関する他

の法律等による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイルの種別 

☑電算処理ファイル 
（法第 60条第 2項第１号） 

ファイルの内容を記載した帳票等の有無 
（政令第 21 条第 7 項） 

□有  ☑無 

□マニュアル処理ファイル 
（法第 60条第 2項第２号） 

備 考 

1 賦課年度、2 外筆、3評価分割、4異動事由、5 異動日、6 原因日、7登記日、8

更正事由、9更正日、10異動メモ、11 登記、12増改築、13 概要分類名、14構造、

15 屋根、16建築年不詳、17 住宅戸数、18１Ｆ、19２Ｆ他、20居住床面積、21建



床面積、22課税区分名、23 都市計画税課税区分名、24 市街化区分名、25 特例名

称、26減免事由、27軽減、28 代替取得、29評価基準年度、30㎡再建築費、31 再

建築費、32 木造区分、33 経年種類、34 経年構造、35 経年点数区分、36 経過年

数、37経年減点補正率、38 積雪寒冷補正率、39 一点単価、40 本則評価額、41基

準前年評価額、42判定後評価額、43 減価判定 44 減価額、45 入力評価額、46 評

価額(特例前)、47 固_特例前課税標準額、48 都_特例前課税標準額、49 棟数カウ

ント区分名、50 所有者住民区分、51 免税点判定区分、52 免税点判定区分名、53

代納者氏名漢字、54 代納者住所、55代納者方書、56代納者住民区分、57 送付先

氏名漢字、58送付先住所、59 送付先方書、60 送付先住民区分 

 



 

個人情報ファイル簿（個票） 

作成：令和５年４月１日時点 

個人情報ファイルの名称 土地課税台帳データファイル 

実施機関の名称 十和田市 

個人情報ファイルを利用する

事務の主管課等の名称 
企画財政部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税及び都市計画税の賦課のため（土地） 

記録項目 

1 町字名、2 地番、3 枝番、4 小枝番、5 小枝番２、6 表示用所在地番、7 登記地

目、8 登記地目名、9登記地積、10 現況地目、11現況地目名、12 課税地積合計、

13 評価額_合計、14 固定資産税_課税標準額_合計、15都市計画税_課税標準額_合

計、16 固定資産税_税相当額、17 固定資産税_減免税額、18 都市計画税_税相当

額、19 都市計画税_減免税額、20 所有者氏名漢字、21 所有者住所、22 所有者方

書 

記録範囲 固定資産税（土地）の納税義務者（約 166,000筆分の所有者） 

記録情報の収集方法 登記及び申請の外、必要な税務調査による 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称）十和田市企画財政部税務課固定資産税係 

（所在地）〒034-8615 青森県十和田市西十二番町６－１ 

訂正及び利用停止に関する他

の法律等による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイルの種別 

☑電算処理ファイル 
（法第 60条第 2項第１号） 

ファイルの内容を記載した帳票等の有無 
（政令第 21 条第 7 項） 

□有  ☑無 

□マニュアル処理ファイル 
（法第 60条第 2項第２号） 



備 考 

1 賦課年度、2評価分割 3 異動事由、4異動日、5原因日、6登記日、7 更正事

由、8更正日、9小規模地積、10 一般地積、11 非住宅地積、12その他地積、13用

途地区、14 用途地区名、15 利用状況、16 利用状況名、17 農地転用、18 転用目

的、19転用権利、20転用許可日、21一時転用開始、22 一時転用終了、23図面番

号、24 課税区分、25 課税区分名、26都市計画税課税区分、27都市計画税課税区

分名、28 市街化区分、29 市街化区分名、30 特例名称、31 減免事由、32 評価方

法、33単価区分、34単価番号、35標準地番号、36画地番号、37画地地積、38正

面路線、39正面標準地、40 正面間口、41 正面奥行、42 正面想定間口、43正面想

定奥行、44側１路線、45側１標準地、46 側１角地、47 側１間口、48側１奥行、

49 側１想定間口、50側１想定奥行、51側２路線、52 側２標準地、53側２角地、

54 側２間口、55側２奥行、 56 側２想定間口、 57 側２想定奥行、58 二方路線、

59 二方標準地、60 二方間口、61二方奥行、62二方想定間口、63二方想定奥行、

64 無道路補正率、65無道路単価区分、66無道路単価番号、67無道路標準地、68

無道路遠い奥行、69 無道路通路開設、70 比準割合、71 補正１_適用区分、72 補

正１_分類、73 補正１_詳細、74 補正１_備考、75 補正１_該当地積、76 補正１_

入力補正率、77補正２_適用区分、78補正２_分類、79 補正２_詳細、80補正２_

該当地積、81 補正２_備考、82 補正２_入力補正率、83 補正３_適用区分、84 補

正３_分類、85 補正３_詳細、86 補正３_備考、87 補正３_該当地積、88 補正３_

入力補正率、89 評価額(小)、90評価額(一)、91 評価額(非)、92評価額(他)、93

固_本則課税標準額(小)、94 固_本則課税標準額(一)、95 固_本則課税標準額(非)、

96 固_本則課税標準額(他)、97 固_前年課税標準額_合計、98 固_前年課税標準額

(小)、99固_前年課税標準額(一)、100固_前年課税標準額(非)、101 固_前年課税

標準額(他)、102固_負担水準(小)、103固_負担水準(一)、104固_負担水準(非)、

105 固_負担水準(他)、106 固_負担調整適用区分(小)、107 固_負担調整適用区分

(一)、108 固_負担調整適用区分(非)、109 固_負担調整適用区分(他)、110 固_特

例前課税標準額_合計、111固_特例前課税標準額(小)、112固_特例前課税標準額

(一)、113 固_特例前課税標準額(非)、114 固_特例前課税標準額(他)、115 固_課

税標準額(小)、116 固_課税標準額(一)、117 固_課税標準額(非)、118 固_課税標

準額(他)、119 都_本則課税標準額(小)、120 都_本則課税標準額(一)、121 都_本

則課税標準額(非)、122都_本則課税標準額(他)、123都_前年課税標準額_合計、

124 都_前年課税標準額(小)、125 都_前年課税標準額(一)、126 都_前年課税標準

額(非)、127 都_前年課税標準額(他)、128 都_負担水準(小)、129 都_負担水準

(一)、130都_負担水準(非) 131 都_負担水準(他)、132 都_負担調整適用区分

(小)、133 都_負担調整適用区分(一)、134 都_負担調整適用区分(非)、135 都_負

担調整適用区分(他)、136都_特例前課税標準額_合計、137都_特例前課税標準額

(小)、138 都_特例前課税標準額(一)、139 都_特例前課税標準額(非)、140 都_特

例前課税標準額(他)、141 都_課税標準額(小)、142 都_課税標準額(一)、143 都_



課税標準額(非)、144 都_課税標準額(他)、145 所有者住民区分、146 免税点判定

区分、147 免税点判定区分名、148代納者氏名漢字、149 代納者住所、150 代納者

方書、151 代納者住民区分、152 送付先氏名漢字、153 送付先住所、154送付先方

書、155送付先住民区分 

 



 

個人情報ファイル簿（個票） 

作成：令和５年４月１日時点 

個人情報ファイルの名称 償却資産課税台帳データファイル 

実施機関の名称 十和田市 

個人情報ファイルを利用する

事務の主管課等の名称 
企画財政部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産の賦課のため（償却資産） 

記録項目 
1 所有者氏名、2所有者郵便番号、3 所有者住所、4所有者方書、5評価額合計、

6 決定価格合計、7 課税標準額合計 

記録範囲 固定資産税（償却資産）の納税義務者（個人の所有者約 2,000 人分） 

記録情報の収集方法 申告の外、必要な税務調査による 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称）十和田市企画財政部税務課固定資産税係 

（所在地）〒034-8615 青森県十和田市西十二番町６－１ 

訂正及び利用停止に関する他

の法律等による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイルの種別 

☑電算処理ファイル 
（法第 60条第 2項第１号） 

ファイルの内容を記載した帳票等の有無 
（政令第 21 条第 7 項） 

□有  ☑無 

□マニュアル処理ファイル 
（法第 60条第 2項第２号） 

備 考 

1 賦課年度、2申告番号、3入力区分、4 申告区分、5申告種類、6 申告管理方法、

7 申告書印刷有無、8受付日、9 受付番号、10更正日、11更正事由、12前年前取

得価額合計、13前年中減少金額合計、14前年中取得金額合計、15 取得価額合計、

16 決定価格小計、17 決定価格大臣配分、18 決定価格知事配分、19特例減少額小

計、20 特例減少額大臣配分、21特例減少額知事配分、22 特例減少額合計、23 課

税標準額小計、24課税標準額大臣配分、25課税標準額知事配分、26 備考、27代



表者氏名、28電話番号、29屋号、30事業種目名、31 資本金、32事業開始、33決

算月１、34決算月２、35決算月３、36決算月４、37 申告担当者名、38申告担当

者電話番号、39税理士名、40 税理士電話番号、41 代納者氏名、42 代納者郵便番

号、43代納者住所、44 代納者方書、45送付先氏名、46 送付先郵便番号、47送付

先住所、48送付先方書 
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